
【 訪問介護】

１ .（ ２ ） ① 訪問介護における 特定事業所加算の見直し ①

概要

○ 訪問介護における 特定事業所加算について、 看取り 期の利用者など 重度者へのサービ ス 提供や中山間地域等で継
続的なサービ ス 提供を 行っ ている 事業所を適切に評価する 観点等から 以下の見直し を行う 。
ア 看取り 期における 対応を適切に評価する 観点から 、 重度者対応要件と し て、 「 看取り 期にある 者」 に関する 要

件を新たに追加する 。
イ 中山間地域等において、 地域資源等の状況によ り 、 やむを得ず移動距離等を要し 、 事業運営が非効率になら ざ

る を得ない場合がある こ と から 、 利用者へ継続的なサービ ス を 行っ ている こ と について新たに評価を 行う 。
ウ 重度要介護者等への対応における 現行要件について、 実態を 踏ま え一部の現行区分について見直し 等を 行う 。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞

特定事業所加算（ Ⅰ） 所定単位数の20％を加算

特定事業所加算（ Ⅱ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（ Ⅲ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（ Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算

特定事業所加算（ Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算

＜改定後＞

特定事業所加算（ Ⅰ） 所定単位数の20％を加算

特定事業所加算（ Ⅱ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（ Ⅲ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（ Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算 （ 廃止）

特定事業所加算（ Ⅳ） 所定単位数の 3％を加算 （ 変更）

特定事業所加算（ Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算 （ 新設）
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１ .（ ２ ） ① 訪問介護における 特定事業所加算の見直し ②

算定要件等

（ ※） ： 加算（ Ⅰ） ・ （ Ⅲ） については、 重度者等対応要件を 選択式と し 、 (13） ま たは（ 14） を 満たす場合に算定でき る こ と と する 。 ま た、 (14)を 選択する 場合には（ ６ ） を 併せて満たす必要がある 。

報酬区分 ▶ 現行の(Ⅳ)を 廃止し 、 現行の(Ⅴ)を (Ⅳ)に、 (Ⅴ)を 新設
算定要件 ▼ 現行の(６ )を (１ )に統合、 (６ )、 (７ )、 (８ )、 (14)を 新設、 現行の(12)を 削除

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)
(Ⅳ)
廃止

(Ⅴ)
→(Ⅳ)

20% 10% 10% 5% ３ %

体
制
要
件

（ １ ） 訪問介護員等・ サービ ス 提供責任者ごと に作成さ れた研修計画に基づく 研修の実施
（ ２ ） 利用者に関する 情報又はサービ ス 提供に当たっての留意事項の伝達等を目的と し た会議の定期的な開催
（ ３ ） 利用者情報の文書等によ る 伝達、 訪問介護員等から の報告
（ ４ ） 健康診断等の定期的な実施
（ ５ ） 緊急時等における 対応方法の明示

〇 ○ ○
○

※(1)
除く

〇

（ ６ ） サービ ス 提供責任者ごと に作成さ れた研修計画に基づく 研修の実施 ⇒【 （ １ ） へ統合】 ○

（ ６ ） 病院、 診療所又は訪問看護ス テーショ ンの看護師と の連携によ り 、 24時間連絡でき る 体制を確保し ており 、 かつ、
必要に応じ て訪問介護を 行う こ と ができ る 体制の整備、 看取り 期における 対応方針の策定、 看取り に関する 職員研
修の実施等

○(※) ○(※)

（ ７ ） 通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する 者に対し て、 継続的にサービ ス を提供し ている こ と

（ ８ ） 利用者の心身の状況ま たはその家族等を取り 巻く 環境の変化に応じ て、 訪問介護事業所のサービ ス 提供責任者等が
起点と なり 、 随時、 介護支援専門員、 医療関係職種等と 共同し 、 訪問介護計画の見直し を行っている こ と

人
材
要
件

（ ９ ） 訪問介護員等のう ち介護福祉士の占める 割合が100分の30以上、 又は介護福祉士、 実務者研修修了者、 並びに介護
職員基礎研修課程修了者及び１ 級課程修了者の占める 割合が100分の50以上

○ ○

（ 10） 全てのサービ ス 提供責任者が３ 年以上の実務経験を有する 介護福祉士、 又は５ 年以上の実務経験を有する 実務者研
修修了者若し く は介護職員基礎研修課程修了者若し く は1級課程修了者

○ ○

（ 11） サービス 提供責任者を常勤によ り 配置し 、 かつ、 基準を上回る 数の常勤のサービ ス 提供責任者を１ 人以上配置し て
いる こ と ⇒【 Ⅲ・ Ⅳに追加】

○ ○ 〇

（ 12） 訪問介護員等の総数のう ち、 勤続年数７ 年以上の者の占める割合が100分の30以上であるこ と ⇒【 Ⅲに追加】 ○ ○

重
度
者
等
対
応
要
件

（ 13） 利用者のう ち、 要介護４ 、 ５ である 者、 日常生活自立度（ Ⅲ、 Ⅳ、 M） である 者、 たんの吸引等を必要と する 者の
占める 割合が100分の20以上

○ ○

（ 12） 利用者のう ち、 要介護３ ～５ である者、 日常生活自立度（ Ⅲ、 Ⅳ、 M） である者、 たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の60
以上 ⇒【 削除】

○

（ 14） 看取り 期の利用者への対応実績が１ 人以上である こ と （ 併せて体制要件(6)の要件を満たすこ と ） ○(※) ○(※)

(Ⅴ)
新設

3%

○

〇

〇

又は

又は 又は

又は

又は
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注１ ： 別区分同士の併算定は不可。
ただし 、 (Ⅴ)と それぞれの加算は併算定可。

注２ ： 加算（ Ⅰ） ・ （ Ⅲ） については、 重度者等対応要件を選択式と し 、
(13） ま たは（ 14） を満たす場合に算定でき る こ と と する 。 ま た、
(14)を選択する 場合には（ ６ ） を併せて満たす必要がある 。

注３ ： (Ⅴ） は特別地域加算、 中山間地域等における 小規模事業所加算、
中山間地域等に居住する 者へのサービ ス 提供加算と は併算定不可。

（ ※２ ） 医師が一般に認めら れている 医学的知見に基づき 回復の見込みがないと 診断し た者である こ と 。

算定要件
現行の(６ )を (１ )に統合、 (６ )、 (７ )、 (８ )、 (14)を 新設、

現行の(12)を 削除

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ)

20% 10% 10% ３ % ３ ％

体
制
要
件

（ １ ） 訪問介護員等・ サービ ス 提供責任者ごと に作成さ れた研修計画に

基づく 研修の実施

（ ２ ） 利用者に関する 情報又はサービ ス 提供に当たっ ての留意事項の伝

達等を 目的と し た会議の定期的な開催

（ ３ ） 利用者情報の文書等によ る 伝達、 訪問介護員等から の報告

（ ４ ） 健康診断等の定期的な実施

（ ５ ） 緊急時等における 対応方法の明示

○ ○ ○ ○ ○

（ ６ ） 病院、 診療所又は訪問看護ス テーショ ン の看護師と の連携によ り 、

24時間連絡でき る 体制を 確保し ており 、 かつ、 必要に応じ て 訪問

介護を 行う こ と ができ る 体制の整備、 看取り 期における 対応 方針の

策定、 看取り に関する 職員研修の実施等

○
(注2)

○
(注2)

（ ７ ） 通常の事業の実施地域内であっ て中山間地域等（ ※1） に居住す

る 者に対し て、 継続的にサービ ス を 提供し ている こ と
○

（ ８ ） 利用者の心身の状況ま たはその家族等を 取り 巻く 環境の変化に
応じ て、 訪問介護事業所のサービ ス 提供責任者等が起点と なり 随時
介護支援専門員、 医療関係職種等と 共同し 、 訪問介護計画の見直し
を 行っ ている こ と

○

人
材
要
件

（ ９ ） 訪問介護員等のう ち介護福祉士の占める 割合が30％以上、 又は介

護福祉士、 実務者研修修了者、 並びに介護職員基礎研修課程修了者

及び1級課程修了者の占める 割合が50％以上

○ ○

（ 10） 全てのサービ ス 提供責任者が３ 年以上の実務経験を 有する 介護福

祉士、 又は５ 年以上の実務経験を 有する 実務者研修修了者・ 介護職

員基礎研修課程修了者・ １ 級課程修了者

○ ○

（ 11） サービ ス 提供責任者を 常勤によ り 配置し 、 かつ、 基準を 上回る 数

の常勤のサービ ス 提供責任者を １ 人以上配置し ている こ と
○ ○

（ 12） 訪問介護員等の総数のう ち、 勤続年数７ 年以上の者の占める 割合

が100分の30以上である こ と
○ ○

重
度
者
等
対
応
要
件

（ 13） 利用者のう ち、 要介護４ 、 ５ であ る 者、 日常生活自立度（ Ⅲ、 Ⅳ、

M） である 者、 たんの吸引等を 必要と する 者の占める 割合が20% 以上
○ ○

（ 14） 看取り 期の利用者（ ※2） への対応実績が1人以上である こ と

（ 併せて体制要件(6)の要件を 満たすこ と ）

○
(注2)

○
(注2)

（ Ⅴ） ＋3％
＜体制要件＞

（ １ ） ＋（ ２ ） ＋（ ３ ） ＋（ ４ ） ＋（ ５ ） + （ ７ ） ＋（ ８ ）

＆

（ ※１ ） 中山間地域等に居住する 者へのサービ ス 提供加算と 同様の対象地域

人材要件
（ ９ ）

＋
（ 10）

重度者等
対応要件
（ 13）

or
（ 14）

（ Ⅰ）
＋20％

＜体制要件＞
（ １ ） ＋（ ２ ） ＋（ ３ ） ＋（ ４ ） ＋（ ５ ） ＋（ ６ ）

［ 各区分ごと の算定イ メ ージ］

人材要件
（ ９ ）

or
（ 10）

（ Ⅱ）
＋10％

人材要件
（ 11）

or（ 12）

（ Ⅳ）
＋３ ％

人材要件
（ 11）

or（ 12）

重度者等
対応要件
（ 13）

or
（ 14）

（ Ⅲ）
＋10％

又は 又は

１ .（ ２ ） ① 訪問介護における 特定事業所加算の見直し ③

又は 又は

又は
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１ .（ ２ ） ③ 通所リ ハビリ テーショ ンにおける 機能訓練事業所の共生型サービス 、
基準該当サービス の提供の拡充

概要

○ 障害福祉サービス と の連携を強化し 、 障害者の身体機能・ 生活能力の維持・ 向上等に関する 自立訓練（ 機能訓練）
を拡充する 観点から 、 通所リ ハビ リ テーショ ン事業所において、 共生型自立訓練（ 機能訓練） 又は基準該当自立訓
練（ 機能訓練） の提供が可能と なる こ と を踏ま え、 自立訓練（ 機能訓練） を提供する 際の人員及び設備の共有を可
能と する 。 【 通知改正】

【 通所リ ハビ リ テーショ ン ★】
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１ .（ ３ ） ① 専門性の高い看護師によ る 訪問看護の評価

概要

○ 医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える 中で、 適切かつよ り 質の高い訪問看護を提供する 観点から 、 専門性の
高い看護師が指定訪問看護、 指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する 計画的な
管理を行う こ と を 評価する 新たな加算を 設ける 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 専門管理加算 250単位/月（ 新設）

【 訪問看護★、 看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 別に厚生労働大臣が定める 基準に適合し ている も のと し て都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の緩和ケ
ア、 褥瘡ケア若し く は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る 専門の研修を 受けた看護師又は特定行為研修を 修了し
た看護師が、 指定訪問看護の実施に関する 計画的な管理を行った場合には、 所定単位数に加算する 。 （ 新設）

イ 緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る 専門の研修を 受けた看護師が計画的な管理を 行っ た場合
・ 悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を 行っ ている 利用者
・ 真皮を 越える 褥瘡の状態にある 利用者
・ 人工肛門又は人工膀胱を 造設し ている 者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を 修了し た看護師が計画的な管理を 行っ た場合
・ 診療報酬における 手順書加算を 算定する 利用者

※対象の特定行為： 気管カニュ ーレ の交換、 胃ろう カテーテル若し く は腸ろう カテーテル又は胃ろう ボタ ンの交換、 膀胱ろう カテーテルの交換、 褥瘡
又 は慢性創傷の治療における 血流のない壊死組織の除去、 創傷に対する 陰圧閉鎖療法、 持続点滴中の高カロ リ ー輸液の投与量の調
整、 脱水症状に対する 輸液によ る 補正
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１ . （ ３ ） ② 患者の状態に応じ た在宅薬学管理の推進

概要

○ 薬剤師が行う 居宅療養管理指導について、 在宅患者に対し て適切な薬物療法を提供する 観点から 、 以下の見直し を行う 。 【 告示改正】
ア 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている 患者に対し て、 注入ポンプによ る 麻薬の使用など 在宅での療養の状況に応じ た薬学的管理及び指

導を行う こ と を評価する 新たな加算を設ける 。
イ 在宅中心静脈栄養法が行われている 患者に対し て、 輸液セッ ト を用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など 在宅での療養の状況に応じ

た薬学的管理及び指導を行う こ と を評価する 新たな加算を設ける 。
ウ 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する 患者は頻回な訪問が必要と なる こ と から 、 末期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている 者と

同様に、 週に２ 回かつ１ 月に８ 回を限度と し て算定する こ と を可能と する 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 医療用麻薬持続注射療法加算 250単位/回（ 新設）

在宅中心静脈栄養法加算 150単位/回（ 新設）

【 居宅療養管理指導★】

算定要件等
＜医療用麻薬持続注射療法加算＞（ 新設）
○ 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている 利用者に対し て、 その投与及び保管の状況、 副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し 、 必要な薬学的管理指導を

行った場合に、 １ 回につき 250単位を所定単位数に加算する 。
※ 疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める 特別な薬剤の投薬が行われている 利用者に対し て、 必要な薬学的管理指導を行っている 場合に算定する 加算（ 100単位） と の併算定は不可。

○ 麻薬及び向精神薬取締法第３ 条の規定によ る 麻薬小売業者の免許を受けている こ と 。
○ 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する 法律第39条第１ 項の規定によ る 高度管理医療機器の販売業の許可を受けている こ と 。

＜在宅中心静脈栄養法加算＞（ 新設）
○ 在宅中心静脈栄養法を行っている 利用者に対し て、 その投与及び保管の状況、 配合変化の有無について確認し 、 必要な薬学的管理指導を行った場合に、 １ 回につき 150単位を所定

単位数に加算する 。
○ 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する 法律第39条第１ 項の規定によ る 高度管理医療機器の販売業の許可を受けている 又は同法第39条の３ 第１ 項の規定

によ る 管理医療機器の販売業の届出を行っている こ と 。

＜終末期における がん以外の在宅患者への薬学管理＞（ 変更）
○ 在宅の利用者であって通院が困難なも のに対し て、 薬局の薬剤師が、 医師又は歯科医師の指示に基づき 、 当該薬剤師が策定し た薬学的管理指導計画に基づき 、 当該利用者を訪問

し 、 薬学的な管理指導を行い、 介護支援専門員に対する 居宅サービス 計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、 単一建物居住者の人数に従い、 １ 月に４ 回を限度と し て、 所定
単位数を算定する 。 ただし 、 薬局の薬剤師にあっては、 以下の者に対し て、 当該利用者を訪問し 、 薬学的な管理指導等を行った場合は、 １ 週に２ 回、 かつ、 １ 月に８ 回を限度と し て、
所定単位数を算定する 。

イ 末期の悪性腫瘍の者
ロ 中心静脈栄養を受けている 者
ハ 注射によ る 麻薬の投与を受けている 者
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１ . （ ３ ） ③ 総合医学管理加算の見直し

概要

○ 介護老人保健施設が提供する 短期入所療養介護における 総合医学管理加算について、 医療ニーズのある 利用者の
受入れを 更に促進する 観点から 、 以下の見直し を行う 。 【 告示改正】
ア 居宅サービ ス 計画において計画的に行う こ と と なっ ている 指定短期入所療養介護についても 、 治療管理を目的

と する も のについては同加算の対象と する 。
イ 算定日数について７ 日を限度と し ている と こ ろ 、 10日間を 限度と する 。

【 短期入所療養介護★】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
総合医学管理加算 275単位/日 変更なし

算定要件等

< 現行>
１ 治療管理を 目的と し 、 別に厚生労働大臣が定

める 基準に従い、 居宅サービ ス 計画において計
画的に行う こ と と なっ ていない指定短期入所療
養介護を 行っ た場合に、 ７ 日を 限度と し て１ 日
につき 所定単位数を加算する 。

２ 緊急時施設療養費を 算定し た日は、 算定し ない。

< 改定後>
１ 治療管理を 目的と し 、 別に厚生労働大臣が定め

る 基準に従い指定短期入所療養介護を 行っ た場合
に、 10日を限度と し て１ 日につき 所定単位数を
加算する 。

２ 緊急時施設療養費を 算定し た日は、 算定し ない。
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１ .（ ３ ） ⑦ 円滑な在宅移行に向けた看護師によ る 退院当日訪問の推進

概要

○ 要介護者等のよ り 円滑な在宅移行を訪問看護サービ ス と し て推進する 観点から 、 看護師が退院・ 退所当日に初回
訪問する こ と を 評価する 新たな区分を設ける 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
初回加算 300単位/月 初回加算（ Ⅰ） 350単位/月（ 新設）

初回加算（ Ⅱ） 300単位/月

【 訪問看護★】

算定要件等

〇 初回加算（ Ⅰ） （ 新設）
新規に訪問看護計画書を 作成し た利用者に対し て、 病院、 診療所等から 退院し た日に指定訪問看護事業所の看護

師が初回の指定訪問看護を 行っ た場合に所定単位数を 加算する 。 ただし 、 初回加算（ Ⅱ） を 算定し ている 場合は、
算定し ない。

〇 初回加算（ Ⅱ）
新規に訪問看護計画書を 作成し た利用者に対し て、 病院、 診療所等から 退院し た日の翌日以降に初回の指定訪問

看護を 行っ た場合に所定単位数を加算する 。 ただし 、 初回加算（ Ⅰ） を算定し ている 場合は、 算定し ない。
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１ .（ ３ ） ⑧ 医療機関のリ ハビリ テーショ ン計画書の受け取り の義務化

概要

○ 退院時の情報連携を 促進し 、 退院後早期に連続的で質の高いリ ハビ リ テーショ ン を実施する 観点から 、 医師等の
従業者が、 入院中にリ ハビ リ テーショ ン を受けていた利用者に対し 退院後のリ ハビ リ テーショ ンを 提供する 際に、
リ ハビ リ テーショ ン計画を 作成する に当たっ ては、 入院中に医療機関が作成し たリ ハビ リ テーショ ン実施計画書等
を 入手し 、 内容を 把握する こ と を義務付ける 。 【 省令改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン ★、 通所リ ハビ リ テーショ ン ★】

基準

＜運営基準（ 省令） ＞
○ サービ ス 毎に、 以下を規定（ 通所リ ハビ リ テーショ ン の例）

医師等の従業者は、 リ ハビ リ テーショ ン を受けていた医療機関から 退院し た利用者に係る 通所リ ハビ リ テーショ
ン計画の作成に当たっ ては、 当該医療機関が作成し たリ ハビ リ テーショ ン 実施計画書等によ り 、 当該利用者に係る
リ ハビ リ テーショ ンの情報を把握し なければなら ない。

入院中に
リハビリテーション
を実施した医療機関

リハビリテーション
事業所

リ ハビ リ テーショ ン
実施計画書等の入手
・ 内容の把握

リ ハビ リ テーショ ン
実施計画書等の提供

【 リ ハビリ テーショ ン実施計画書等】
入院中に実施し ていたリ ハビ リ テーショ ンに関わる 情報、
利用者の健康状態、 心身機能・ 構造、 活動・ 参加、
目標、 実施内容、 リ ハビ リ テーショ ン実施に際し ての注意点等
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１ .（ ３ ） ⑨ 退院後早期のリ ハビリ テーショ ン実施に向けた退院時情報連携の推進

概要

○ 退院時の情報連携を 促進し 、 退院後早期に連続的で質の高いリ ハビ リ テーショ ン を実施する 観点から 、 医療機関
から の退院後に介護保険のリ ハビ リ テーショ ンを 行う 際、 リ ハビ リ テーショ ン 事業所の理学療法士等が、 医療機関
の退院前カンフ ァ レ ン ス に参加し 、 共同指導を行ったこ と を 評価する 新たな加算を 設ける 。 【 告示改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン ★、 通所リ ハビ リ テーショ ン ★】

算定要件等

（ 訪問リ ハビ リ テーショ ンの場合）
○ 病院又は診療所に入院中の者が退院する に当たり 、 訪問リ ハビ リ テーショ ン 事業所の医師又は理学療法士、 作業

療法士若し く は言語聴覚士が、 退院前カン フ ァ レ ン ス に参加し 、 退院時共同指導※を 行っ た後に、 当該者に対する
初回の訪問リ ハビ リ テーショ ン を行った場合に、 当該退院につき １ 回に限り 、 所定単位数を加算する 。 （ 新設）

※ 利用者又はその家族に対し て、 病院又は診療所の主治の医師、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士その他の従業者と 利用者の状
況等に関する 情報を 相互に共有し た上で、 在宅でのリ ハビ リ テーショ ン に必要な指導を 共同し て行い、 その内容を 在宅でのリ ハビ リ
テーショ ン 計画に反映さ せる こ と を いう 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 退院時共同指導加算 600単位/回（ 新設）
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１ .（ ３ ） ⑫ 特定施設入居者生活介護等における 夜間看護体制の強化

概要

○ 夜間の看護職員の体制を 強化し 、 医療的ケアを要する 者の積極的な受入れを 促進する 観点から 、 特定施設入居者
生活介護等における 夜間看護体制加算を見直し 、 「 夜勤又は宿直の看護職員の配置」 を行う 場合について評価する
新たな区分を 設ける 。 その際、 現行の加算区分については、 新たな加算区分の取組を 促進する 観点から 、 評価の見
直し を行う 。 【 告示改正】

【 特定施設入居者生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護】

算定要件等

＜夜間看護体制加算（ Ⅰ） ＞（ 新設）
（ １ ） 常勤の看護師を １ 名以上配置し 、 看護に係る 責任者を 定めている こ と 。
（ ２ ） 夜勤又は宿直を 行う 看護職員の数が１ 名以上であって、 かつ、 必要に応じ て健康上の管理等を行う 体制を

確保し ている こ と 。
（ ３ ） 重度化し た場合における 対応に係る 指針を定め、 入居の際に、 利用者又はその家族等に対し て、 当該指針

の内容を 説明し 、 同意を 得ている こ と 。

＜夜間看護体制加算（ Ⅱ） ＞ ※現行の夜間看護体制加算の算定要件と 同様
（ １ ） 夜間看護体制加算（ Ⅰ） の（ 1） 及び（ 3） に該当する こ と 。
（ ２ ） 看護職員によ り 、 又は病院若し く は診療所若し く は指定訪問看護ス テーショ ンと の連携によ り 、 利用者に対

し て、 24時間連絡でき る 体制を確保し 、 かつ、 必要に応じ て健康上の管理等を行う 体制を確保し ている こ と 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
夜間看護体制加算 10単位/日 夜間看護体制加算（ Ⅰ） 18単位/日（ 新設）

夜間看護体制加算（ Ⅱ） ９ 単位/日（ 変更）
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１ .（ ３ ） ⑬ 特定施設入居者生活介護等における 医療的ケアの推進に向けた
入居継続支援加算の見直し

概要

○ 医療的ケアを要する 者が一定数いる 特定施設入居者生活介護等において、 入居者の医療ニーズを 踏ま えた看護職
員によ る ケアを推進する 観点から 、 医療的ケアを必要と する 者の範囲に尿道カテーテル留置、 在宅酸素療法及びイ
ンス リ ン 注射を実施し ている 状態の者を追加する 見直し を行う 。 【 告示改正】

【 特定施設入居者生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護】

算定要件等

＜入居継続支援加算（ Ⅰ） ＞
（ １ ） 又は（ ２ ） のいずれかに適合し 、 かつ、 （ ３ ） 及び（ ４ ） のいずれにも 適合する こ と 。
（ １ ） 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１ 条各号に掲げる 行為（ ※１ ） を必要と する 者の占める 割合が入居者の100

分の15以上である こ と 。
（ ２ ） 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１ 条各号に掲げる 行為（ ※１ ） を 必要と する 者及び次のいずれかに該当す

る 状態（ ※２ ） の者の占める 割合が入居者の100分の15以上であり 、 かつ、 常勤の看護師を １ 名以上配置し 、 看護に
係る 責任者を定めている こ と 。
※１ ①口腔内の喀痰吸引、 ②鼻腔内の喀痰吸引、 ③気管カニュ ーレ内部の喀痰吸引、 ④胃ろう 又は腸ろう によ る 経管栄養、 ⑤経鼻経管栄養
※２ ①尿道カテーテル留置を実施し ている 状態、 ②在宅酸素療法を実施し ている 状態、 ③イ ンス リ ン注射を実施し ている 状態

（ ３ ） 介護福祉士の数が、 常勤換算方法で、 入居者の数が６ 又はその端数を増すごと に１ 以上（ ※３ ） である こ と 。
※３ テク ノ ロ ジーを活用し た複数の機器（ 見守り 機器、 イ ン カム、 記録ソ フ ト 等のICT、 移乗支援機器等） を 活用し 、 利用者に対する ケ

アのアセス メ ント ・ 評価や人員体制の見直し を 行い、 かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する 事項を実施し 、
機器を 安全かつ有効に活用する ための委員会を 設置し 必要な検討等を 行う 場合は、 当該加算の介護福祉士の配置要件を「 ７ 又はその端
数を増すごと に１ 以上」 と する 。

（ ４ ） 人員基準欠如に該当し ていないこ と 。

＜入居継続支援加算（ Ⅱ） ＞
入居継続支援加算（ Ⅰ） の（ １ ） 又は（ ２ ） のいずれかに適合し （ ※４ ） 、 かつ、 （ ３ ） 及び（ ４ ） のいずれにも 適合するこ と 。

※４ ただし 、 （ 1） 又は（ 2） に掲げる 割合は、 それぞれ100分の5以上100分の15未満である こ と 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
入居継続支援加算（ Ⅰ） 36単位/日 変更なし
入居継続支援加算（ Ⅱ） 22単位/日 変更なし
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１ .（ ３ ） ⑮ 配置医師緊急時対応加算の見直し

概要

○ 入所者に急変が生じ た場合等の対応について、 配置医師によ る 日中の駆けつけ対応をよ り 充実さ せる 観点から 、
現行、 早朝・ 夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、 日中であっ ても 、 配置医師が通常
の勤務時間外に駆けつけ対応を 行っ た場合を 評価する 新たな区分を設ける 。 【 告示改正】

【 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

配置医師緊急時対応加算 配置医師緊急時対応加算

なし 配置医師の通常の勤務時間外の場合 325単位/回（ 新設）
（ 早朝・ 夜間及び深夜を 除く ）

早朝・ 夜間の場合 650単位/回 早朝・ 夜間の場合 650単位/回

深夜の場合 1,300単位/回 深夜の場合 1,300単位/回

算定要件等

○ 次の基準に適合し ている も のと し て届出を 行った指定介護老人福祉施設において、 配置医師が施設の求めに応じ 、
早朝（ 午前６ 時から 午前８ 時ま で） 、 夜間（ 午後６ 時から 午後10時ま で） 、 深夜（ 午後10時から 午前６ 時ま で） 又
は配置医師の通常の勤務時間外（ 早朝、 夜間及び深夜を 除く 。 ） に施設を 訪問し て入所者に対し 診療を 行い、 かつ、
診療を 行っ た理由を記録し た場合に所定単位数を 算定する 。 ただし 、 看護体制加算（ Ⅱ） を 算定し ていない場合は、
算定し ない。
・ 入所者に対する 注意事項や病状等についての情報共有、 曜日や時間帯ごと の医師と の連絡方法、 診療を 依頼す

る 場合の具体的状況等について、 配置医師と 施設の間で、 具体的な取決めがなさ れている こ と 。
・ 複数名の配置医師を置いている こ と 又は配置医師と 協力医療機関の医師が連携し 、 施設の求めに応じ 24時間対

応でき る 体制を 確保し ている こ と 。
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１ .（ ３ ） ⑯ 介護老人福祉施設等における 給付調整のわかり やすい周知

概要

○ 診療報酬と の給付調整について正し い理解を促進する 観点から 、 配置医師が算定でき ない診療報酬、 配置医師で
も 算定でき る 診療報酬であって介護老人福祉施設等で一般的に算定さ れている も のについて、 誤解さ れやすい事例
を 明ら かにする など 、 わかり やすい方法で周知を 行う 。 【 通知改正】

【 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

○ 介護老人福祉施設（ 特別養護老人ホーム ） は、 基準上、 入所者に対し 、 健康管理及び療養上の指導を 行う ために必要な数の医師を
配置する こ と と さ れており 、 こ の配置医師が行う 健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価さ れる ため、 初診・ 再診料等について
は、 診療報酬の算定はでき ない。

○ 一方で、 配置医師以外の医師（ 外部医師） については、 （ １ ） 緊急の場合、 （ ２ ） 配置医師の専門外の傷病の場合に、 「 初・ 再診
料」 、 「 往診料」 等を 算定でき る 。 ま た、 （ ３ ） 末期の悪性腫瘍の場合、 （ ４ ） 在宅療養支援診療所等の医師によ る 看取り の場合に
限っ ては、 「 在宅患者訪問診療料」 等も 算定でき る 。

○ こ う し た入所者に対する 医療行為の報酬上の評価の取扱いについては、 「 特別養護老人ホーム 等における 療養の給付の取扱いにつ
いて」 （ 平成18年３ 月31日保医発0331002号厚生労働省保険局医療課長通知。 令和４ 年３ 月25日一部改正） で規定し ている 。

配置
医師

外部
医師

緊急の場合

健康管理・ 療養上の指導

配置医の専門外で特に診療を必要と する 場合

医療保険
で評価

介護保険
で評価

末期の悪性
腫瘍の場合

看取り の場合 ※

投薬・ 注射、 検査、 処置など 、 「 特別養護老人ホーム 等におけ
る 療養の給付の取扱いについて」 で診療報酬の算定ができ ない

と さ れている も の以外の医療行為の場合

医療保険・ 介護保険の役割のイ メ ージ

※ 在宅療養支援診療所等の医師によ る 看取り の場合に限る 。
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１ .（ ３ ） ⑰ 介護老人福祉施設等における 透析が必要な者に対する 送迎の評価

概要

○ 透析が必要な者の受入れに係る 負担を 軽減する 観点から 、 定期的かつ継続的に透析を必要と する 入所者であっ て、
家族や病院等によ る 送迎が困難である 等やむを得ない事由がある 者について、 施設職員が月12回以上の送迎を 行っ
た場合を評価する 新たな加算を 設ける 。 【 告示改正】

【 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

算定要件等

○ 透析を 要する 入所者であって、 その家族や病院等によ る 送迎が困難である 等やむを得ない事情がある も のに対し
て、 １ 月に12回以上、 通院のため送迎を 行っ た場合（ 新設）

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 特別通院送迎加算 594単位/月（ 新設）
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１ . （ ３ ） ⑱ 所定疾患施設療養費の見直し

概要

○ 介護老人保健施設の入所者に適切な医療を 提供する 観点から 、 介護老人保健施設における 疾患の発症・ 治療状況
を踏ま え、 対象に慢性心不全が増悪し た場合を 追加する 。 【 告示改正】

【 介護老人保健施設】

算定要件等

○ 肺炎、 尿路感染症、 帯状疱疹、 蜂窩織炎、 慢性心不全の増悪のいずれかに該当する 入所者に対し 、 投薬、 検査、
注射、 処置等を行った場合に所定単位数を 算定する 。

＜所定疾患施設療養費（ Ⅰ） ＞
○ 診断、 診断を行った日、 実施し た投薬、 検査、 注射、 処置等の内容等を 診療録に記載し ている こ と 。
○ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、 当該施設の前年度における 当該入所者に対する 投薬、

検査、 注射、 処置等の実施状況を公表し ている こ と 。

＜所定疾患施設療養費（ Ⅱ） ＞
○ 診断及び診断に至っ た根拠、 診断を行った日、 実施し た投薬、 検査、 注射、 処置等の内容等を診療録に記載し て

いる こ と 。
○ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、 当該施設の前年度における 当該入所者に対する 投薬、

検査、 注射、 処置等の実施状況を公表し ている こ と 。
○ 当該介護保健施設サービ ス を 行う 介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する 研修を 受講し ている こ と 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
所定疾患施設療養費（ Ⅰ） 239単位/日 変更なし
所定疾患施設療養費（ Ⅱ） 480単位/日 変更なし
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１ . （ ３ ） ㉓ 介護老人保健施設における 医療機関から の患者受入れの促進

概要

○ 入院によ る 要介護者のADLの低下等を 防ぐ 観点から 、 特に急性期の医療機関から 介護老人保健施設への受入れを
促進する ため、 介護老人保健施設における 初期加算について、 地域医療情報連携ネッ ト ワ ーク 等のシス テム や、 急
性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門を通し て、 当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を 行う と と も に、
入院日から 一定期間内に医療機関を退院し た者を受け入れた場合について評価する 区分を 新たに設ける 。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
初期加算 30単位/日 初期加算（ Ⅰ） 60単位/日（ 新設）

初期加算（ Ⅱ） 30単位/日

【 介護老人保健施設】

算定要件等

＜初期加算（ Ⅰ） ＞（ 新設）
○ 次に掲げる 基準のいずれかに適合する 介護老人保健施設において、 急性期医療を 担う 医療機関の一般病棟への入

院後30日以内に退院し 、 介護老人保健施設に入所し た者について、 １ 日につき 所定単位数を 加算する 。 ただし 、 初
期加算（ Ⅱ） を算定し ている 場合は、 算定し ない。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、 地域医療情報連携ネッ ト ワ ーク 等を通じ 、 地域の医療機関に定期

的に情報を 共有し ている こ と 。
・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、 当該介護老人保健施設のウ ェ ブサイ ト に定期的に公表する と と も

に、 急性期医療を担う 複数医療機関の入退院支援部門に対し 、 定期的に情報共有を行っ ている こ と 。

＜初期加算（ Ⅱ） ＞
○ 入所し た日から 起算し て30日以内の期間については、 初期加算（ Ⅱ） と し て、 １ 日につき 所定単位数を 加算する 。

ただし 、 初期加算（ Ⅰ） を 算定し ている 場合は、 算定し ない。
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【 訪問入浴介護】

１ .（ ４ ） ② 訪問入浴介護における 看取り 対応体制の評価

概要

○ 訪問入浴介護における 看取り 期の利用者へのサービ ス 提供について、 その対応や医師・ 訪問看護師等の多職種
と の連携体制を推進する 観点から 、 事業所の看取り 対応体制の整備を 評価する 新たな加算を設ける 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 看取り 連携体制加算 64単位/回（ 新設）

※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る 。

算定要件等

○ 利用者基準
イ 医師が一般に認めら れている 医学的知見に基づき 回復の見込みがないと 診断し た者である こ と 。
ロ 看取り 期における 対応方針に基づき 、 利用者の状態又は家族の求め等に応じ 、 介護職員、 看護職員等から 介護

記録等利用者に関する 記録を 活用し 行われる サービ ス についての説明を 受け、 同意し た上でサービ ス を受けてい
る 者（ その家族等が説明を受け、 同意し た上でサービ ス を 受けている 者を含む。 ） である こ と 。

○ 事業所基準
イ 病院、 診療所又は訪問看護ス テーショ ン （ 以下「 訪問看護ス テーショ ン等」 と いう 。 ） と の連携によ り 、 利用

者の状態等に応じ た対応ができ る 連絡体制を 確保し 、 かつ、 必要に応じ て当該訪問看護ス テーショ ン 等によ り 訪
問看護等が提供さ れる よ う 訪問入浴介護を行う 日時を 当該訪問看護ス テーショ ン 等と 調整し ている こ と 。

ロ 看取り 期における 対応方針を定め、 利用開始の際に、 利用者又はその家族等に対し て、 当該対応方針の内容を
説明し 、 同意を 得ている こ と 。

ハ 看取り に関する 職員研修を 行っ ている こ と 。
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１ .（ ４ ） ③ 訪問看護等における タ ーミ ナルケア加算の見直し

概要

○ タ ーミ ナルケア加算について、 介護保険の訪問看護等における タ ーミ ナルケアの内容が医療保険における タ ーミ
ナルケアと 同様である こ と を踏ま え、 評価の見直し を行う 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
タ ーミ ナルケア加算 2,000単位/死亡月 タ ーミ ナルケア加算 2,500単位/死亡月（ 変更）

【 訪問看護、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 変更なし
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１ .（ ４ ） ④ 情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する 評価

概要

○ 離島等に居住する 利用者の死亡診断について、 診療報酬における 対応と の整合性を図る 観点から 、 タ ーミ ナルケ
ア加算を 算定し 、 看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を 行っ た場合の評価を 新たに設ける 。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 遠隔死亡診断補助加算 150単位/回（ 新設）

【 訪問看護、 看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 情報通信機器を 用いた在宅での看取り に係る 研修を受けた看護師が、 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ 001の注
８ （ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ 001―２ の注６ の規定によ り 準用する 場合（ 指定特定施設入居者生活介護事
業者の指定を受けている 有料老人ホーム その他こ れに準ずる 施設が算定する 場合を 除く 。 ） を含む。 ） に規定する
死亡診断加算を算定する 利用者（ 別に厚生労働大臣が定める 地域に居住する 利用者に限る 。 ） について、 その主治
医の指示に基づき 、 情報通信機器を 用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、 遠隔死亡診断補助加算と し て、
所定単位数に加算する 。 （ 新設）

【参考】Ｃ001 在宅患者訪問診療料（I)
注８ 死亡診断加算 200点

以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成29 年９月厚生労働省）」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を
行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナ

ルケア加算若しくは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。
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１ .（ ４ ） ⑤ 短期入所生活介護における 看取り 対応体制の強化

概要

○ 短期入所生活介護について、 看取り 期の利用者に対する サービ ス 提供体制の強化を図る 観点から 、 レ ス パイ ト 機
能を果たし つつ、 看護職員の体制確保や対応方針を 定め、 看取り 期の利用者に対し てサービ ス 提供を行った場合に
評価する 新たな加算を 設ける 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 看取り 連携体制加算 64単位/日（ 新設）

※死亡日及び死亡日以前30日以下について、 ７ 日を限度

【 短期入所生活介護】

算定要件等

○ 次のいずれかに該当する こ と 。 （ 新設）
（ １ ） 看護体制加算（ Ⅱ） 又は（ Ⅳ） イ 若し く はロ を算定し ている こ と 。
（ ２ ） 看護体制加算（ Ⅰ） 又は（ Ⅲ） イ 若し く はロ を算定し ており 、 かつ、 短期入所生活介護事業所の看護職員

によ り 、 又は病院、 診療所、 訪問看護ス テーショ ン 若し く は本体施設の看護職員と の連携によ り 、 24時間連
絡でき る 体制を確保し ている こ と 。

〇 看取り 期における 対応方針を 定め、 利用開始の際に、 利用者又はその家族等に対し て当該対応方針の内容
を説明し 、 同意を得ている こ と 。
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＜現行＞ ＜改定後＞
死亡日45日前～31日前 80単位/日 死亡日45日前～31日前 72単位/日（ 変更）
死亡日30日前～4日前 160単位/日 変更なし
死亡日前々日、 前日 820単位/日 死亡日前々日、 前日 910単位/日（ 変更）
死亡日 1,650単位/日 死亡日 1,900単位/日（ 変更）

１ . （ ４ ） ⑦ 介護老人保健施設における タ ーミ ナルケア加算の見直し

概要

○ 介護老人保健施設における 看取り への対応を充実する 観点や在宅復帰・ 在宅療養支援を 行う 施設における 看取り
への対応を適切に評価する 観点から 、 タ ーミ ナルケア加算について、 死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を
見直し 、 死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る 。 【 告示改正】

単位数

【 介護老人保健施設】

算定要件等

○ 以下のいずれにも 適合し ている 入所者である こ と 。 （ 現行通り ）
１ 医師が一般的に認めら れている 医学的知見に基づき 回復の見込みがないと 診断し た者である こ と 。
２ 入所者又はその家族等の同意を 得て、 入所者のタ ーミ ナルケアに係る 計画が作成さ れている こ と （ ※） 。
３ 医師、 看護師、 介護職員、 支援相談員、 管理栄養士等が共同し て、 入所者の状態又は家族の求め等応じ 随時、

本人又はその家族への説明を 行い、 同意を得てタ ーミ ナルケアが行われている こ と 。
※１ 「 人生の最終段階における 医療・ ケアの決定プロ セス に関する ガイ ド ラ イ ン」 等の内容に沿っ た取組を 行う こ と 。
※２ 計画の作成にあたり 、 本人の意思を 尊重し た医療・ ケアの方針決定に対する 支援に努める こ と 。

80単位/日→72単位/日

死亡日死亡日
以前4日

死亡日
以前30日

160単位/日

死亡日
以前45日

910単位/日
↑

820単位/日

1,900単位/日
↑

1,650単位/日
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１ . （ ４ ） ⑧ 介護医療院における 看取り への対応の充実

概要

○ 本人・ 家族と の十分な話し 合いや他の関係者と の連携を更に充実さ せる 観点から 、 介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービ ス 計画の作成において、 本人の意思を尊重し た上で、 原則入所者全員に対し て「 人生の最終段
階における 医療・ ケアの決定プロ セス に関する ガイ ド ラ イ ン 」 に沿っ た取組を行う こ と を 求める こ と と する 。
【 告示改正】 【 通知改正】

【 介護医療院】

算定要件等

＜現行＞
六十八 介護医療院サービ ス の施設基準

イ Ⅰ型介護医療院サービ ス 費を 算定すべき 介護医療院サービ ス の施設基
⑴ Ⅰ型介護医療院サービ ス 費（ Ⅰ） を 算定すべき 介護医療院サービ ス の

施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う 介護医療院サービ

ス の場合にあっ ては、 次に掲げる 規定のいずれにも 適合し ている こ と 。
ａ ～ｈ （ 略）
ｉ 算定日が属する 月の前三月間における 入所者等のう ち、 次のいず

れにも 適合する 者の占める 割合が百分の十以上である こ と 。
ⅰ 医師が一般的に認めら れている 医学的知見に基づき 回復の見込

みがないと 診断し た者である こ と 。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を 得て、 当該入所者等のタ ーミ

ナルケアに係る 計画が作成さ れている こ と 。
ⅲ 医師、 看護職員、 介護職員、 管理栄養士等が共同し て、 入所者

等の状態又は家族等の求め等に応じ 随時、 入所者等又はその家族
等への説明を 行い、 同意を 得てタ ーミ ナルケアが行われている こ
と 。

ⅳ ii及びiiiについて、 入所者本人及びその家族等と 話し 合いを 行い、
入所者本人の意思決定を 基本に、 他の関係者と の連携の上、 対応
し ている こ と 。

＜改定後＞
六十八 介護医療院サービ ス の施設基準

イ Ⅰ型介護医療院サービ ス 費を 算定すべき 介護医療院サービ ス の施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービ ス 費（ Ⅰ） を 算定すべき 介護医療院サービ ス の施

設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う 介護医療院サービ

ス の場合にあっ ては、 次に掲げる 規定のいずれにも 適合し ている こ と 。
ａ ～ｈ （ 略）
ⅰ 算定日が属する 月の前三月間における 入所者等のう ち、 次のいず

れにも 適合する 者の占める 割合が百分の十以上である こ と 。
ⅰ 医師が一般的に認めら れている 医学的知見に基づき 回復の見込

みがないと 診断し た者である こ と 。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を 得て、 当該入所者等のタ ーミ

ナルケアに係る 計画が作成さ れている こ と 。
ⅲ 医師、 看護職員、 介護職員、 管理栄養士等が共同し て、 入所者

等の状態又は家族等の求め等に応じ 随時、 入所者等又はその家族
等への説明を 行い、 同意を 得てタ ーミ ナルケアが行われている こ
と 。

（ 削る ）

ｊ 施設サービ ス の計画の作成や提供にあたり 、 入所者の意思を 尊重
し た医療及びケアが実施でき る よ う 、 入所者本人の意思決定を 基本
に、 他の関係者と の連携の上対応し ている こ と 。

厚生労働大臣が定める 施設基準 ※Ⅰ型介護医療院サービ ス 費（ Ⅰ） の場合
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１ .（ ７ ） ② 訪問リ ハビリ テーショ ンにおける 集中的な認知症リ ハビリ テーショ ンの推進

概要

○ 認知症のリ ハビ リ テーショ ン を推進し ていく 観点から 、 認知症の方に対し て、 認知機能や生活環境等を踏ま え、
応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かし ながら 、 当該利用者の生活機能を 改善する ためのリ ハビ リ テー
ショ ン の実施を評価する 新たな加算を設ける 。 【 告示改正】

【 訪問リ ハビ リ テーショ ン 】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 認知症短期集中リ ハビ リ テーショ ン 実施加算 240単位/日（ 新設）

算定要件等

○ 次の要件を 満たす場合、 １ 週に２ 日を 限度と し て加算。 （ 新設）

・ 認知症である と 医師が判断し た者であって、 リ ハビ リ テーショ ン によ っ て生活機能の改善が見込ま れる と 判断
さ れた者に対し て、 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、 作業療法士若し く は言語聴覚士が、 その退院
（ 所） 日又は訪問開始日から ３ 月以内の期間に、 リ ハビ リ テーショ ンを 集中的に行う こ と 。
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１ .（ ７ ） ③ 通所介護・ 地域密着型通所介護における 認知症加算の見直し

○ 通所介護・ 地域密着型通所介護における 認知症加算について、 事業所全体で認知症利用者に対応する 観点から 、
従業者に対する 認知症ケアに関する 個別事例の検討や技術的指導に係る 会議等を定期的に開催する こ と を求める
こ と と する 。 ま た、 利用者に占める 認知症の方の割合に係る 要件を緩和する 。 【 告示改正】

【 通所介護、 地域密着型通所介護】

＜現行＞ ＜改定後＞
認知症加算 60単位/日 変更なし

○ 指定居宅サービ ス 等基準第93条第１ 項第２ 号又は第３ 号・ 指定地域密着型サービ ス 基準第20条第１ 項第２ 号又は
第３ 号に規定する 員数に加え、 看護職員又は介護職員を 常勤換算方法で２ 以上確保し ている こ と 。

○ 指定通所介護事業所・ 指定地域密着型通所介護事業所における 前年度又は算定日が属する 月の前３ 月間の利用者
の総数のう ち， 日常生活に支障を来すおそれのある 症状又は行動が認めら れる こ と から 介護を 必要と する 認知症の
者の占める 割合が100分の15以上である こ と 。

○ 指定通所介護・ 指定地域密着型通所介護を 行う 時間帯を通じ て、 専ら 当該指定通所介護・ 指定地域密着型通所介
護の提供に当たる 認知症介護の指導に係る 専門的な研修、 認知症介護に係る 専門的な研修又は認知症介護に係る 実
践的な研修等を修了し た者を１ 名以上配置し ている こ と 。

○ 当該事業所の従業者に対する 認知症ケアに関する 事例の検討や技術的指導に係る 会議を 定期的に開催し ている こ
と 。 （ 新設）

概要

単位数

算定要件等
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１ . (７ ) ⑥介護老人保健施設における 認知症短期集中リ ハビ リ テーショ ン実施加算の見直し

概要

○ 認知症を有する 入所者の居宅における 生活環境に対応し たサービ ス 提供を推進する 観点から 、 現行の認知症短期
集中リ ハビ リ テーショ ン実施加算について、 当該入所者の居宅を 訪問し 生活環境を把握する こ と を 評価する 新たな
区分を設ける 。

○ その際、 現行の加算区分については、 新たな加算区分の取組を 促進する 観点から 、 評価の見直し を行う 。
【 告示改正】

【 介護老人保健施設】

算定要件等

＜認知症短期集中リ ハビ リ テーショ ン 実施加算（ Ⅰ） ＞（ 新設）
○ 次に掲げる 基準に適合する 介護老人保健施設において、 １ 日につき 所定単位数を 加算する 。

（ １ ） リ ハビ リ テーショ ン を担当する 理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置さ れている こ と 。
（ ２ ） リ ハビ リ テーショ ン を行う に当たり 、 入所者数が、 理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士の数に対し て適

切なも のである こ と 。
（ ３ ） 入所者が退所後生活する 居宅又は社会福祉施設等を訪問し 、 当該訪問によ り 把握し た生活環境を 踏ま えたリ

ハビ リ テーショ ン 計画を作成し ている こ と 。

＜認知症短期集中リ ハビ リ テーショ ン 実施加算（ Ⅱ） ＞（ 現行と 同じ ）
○ 認知症短期集中リ ハビ リ テーショ ン実施加算（ Ⅰ） の（ １ ） 及び（ ２ ） に該当する も のである こ と 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
認知症短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算 240単位/日 認知症短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算(Ⅰ) 240単位/日（ 新設）

認知症短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算(Ⅱ) 120単位/日（ 変更）
※１ 週に３ 日を限度と し て算定。 算定期間は入所後３ 月以内。
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１ .（ ８ ） ① 一部の福祉用具に係る 貸与と 販売の選択制の導入

概要

○ 利用者の過度な負担を軽減し つつ、 制度の持続可能性の確保を図る と と も に、 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用
者の安全を確保する 観点から 、 一部の福祉用具について貸与と 販売の選択制を導入する 。 具体的には、 要介護度に関
係なく 給付が可能な福祉用具のう ち、 比較的廉価で、 購入し た方が利用者の負担が抑えら れる 者の割合が相対的に高
い、 固定用ス ロ ープ、 歩行器（ 歩行車を除く ） 、 単点杖（ 松葉づえを除く ） 及び多点杖を対象と する 。 【 告示改正】

○ 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用者の安全を確保する 観点から 、 貸与と 販売の選択制の導入に伴い、 以下の対
応を 行う 。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっ ては、 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（ ※） が、 福祉用具貸与又

は特定福祉用具販売のいずれかを 利用者が選択でき る こ と について、 利用者等に対し 、 メ リ ッ ト 及びデメ リ ッ ト
を含め十分説明を行う こ と と する と と も に、 利用者の選択に当たっ て必要な情報を提供する こ と 及び医師や専門

職の意見、 利用者の身体状況等を 踏ま え、 提案を 行う こ と と する 。 【省令改正、 通知改正】
※ 介護支援専門員については、 居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を 改正。

イ 福祉用具貸与について、 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、 福祉用具専門相談員が、 利用開始後６ 月
以内に少なく と も １ 回モニタ リ ン グを 行い、 貸与継続の必要性について検討を行う こ と と する 。 【 省令改正】

ウ 特定福祉用具販売について、 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、 福祉用具専門相談員が、 特定福祉用
具販売計画の作成後、 当該計画における 目標の達成状況を 確認する こ と と する 。 ま た、 利用者等から の要請等に
応じ て、 販売し た福祉用具の使用状況を確認する よ う 努める と と も に、 必要な場合は、 使用方法の指導、 修理等
（ メ ン テナンス ） を 行う よ う 努める こ と と する 。 【 省令改正】

【 福祉用具貸与★、 特定福祉用具販売★、 居宅介護支援★】

＜貸与後＞ 
・ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継
続の必要性を検討

＜販売後＞ 
・ 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要
な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める

・ 商品不具合時の連絡先を情報提供

〇 選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は
介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。

・ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・ 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・ 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案

【貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス】 【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】
※ 福祉用具専門相談員が実施
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１ .（ ８ ） ② モニタ リ ング実施時期の明確化

概要

○ 福祉用具貸与のモニタ リ ングを適切に実施し 、 サービ ス の質の向上を図る 観点から 、 福祉用具貸与計画の記載事
項にモニタ リ ングの実施時期を 追加する 。 【 省令改正】

基準

【 福祉用具貸与★】

＜現行＞
福祉用具専門相談員は、 利用者の希望、 心身の状

況及びその置かれている 環境を踏ま え、 指定福祉用
具貸与の目標、 当該目標を達成する ための具体的な
サービ ス の内容等を 記載し た福祉用具貸与計画を作
成し なければなら ない。

＜改定後＞
福祉用具専門相談員は、 利用者の希望、 心身の状

況及びその置かれている 環境を踏ま え、 指定福祉用
具貸与の目標、 当該目標を 達成する ための具体的な
サービ ス の内容、 福祉用具貸与計画の実施状況の把
握（ モニタ リ ング） を 行う 時期等を記載し た福祉用
具貸与計画を 作成し なければなら ない。
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１ .（ ８ ） ③ モニタ リ ング結果の記録及び介護支援専門員への交付

概要

○ 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用者の安全を確保する 観点から 、 福祉用具専門相談員が、 モニタ リ ングの結果
を記録し 、 その記録を 介護支援専門員に交付する こ と を 義務付ける 。 【 省令改正】

基準

【 福祉用具貸与】

＜現行＞
福祉用具専門相談員は、 福祉用具貸与計画の作

成後、 当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を
行い、 必要に応じ て当該福祉用具貸与計画の変更
を行う も のと する 。

＜改定後＞
福祉用具専門相談員は、 福祉用具貸与計画の作成後、

当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（ モニ タ リ ン
グ） を 行う も のと する 。

福祉用具専門相談員は、 モニタ リ ン グの結果を 記録し 、
当該記録を サービ ス の提供に係る 居宅サービ ス 計画を 作
成し た指定居宅介護支援事業者に報告し なければなら な
い。

福祉用具専門相談員は、 モニタ リ ン グの結果を 踏ま え、
必要に応じ て当該福祉用具貸与計画の変更を 行う も のと
する 。

※ 介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり
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１ .（ ８ ） ④ 福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会を踏ま えた対応

概要

○ 介護保険制度における 福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会において取り ま と めら れた対応の方向性を踏ま え、
福祉用具の安全利用の促進、 サービス の質の向上及び給付の適正化の観点から 、 福祉用具に係る 事故情報のイ ンタ ー
ネッ ト 公表、 福祉用具専門相談員指定講習カリ キュ ラ ムの見直し 、 介護保険における 福祉用具の選定の判断基準の見
直し や自治体向けの点検マニュ アルの作成等の対応を行う 。

【 福祉用具貸与★、 特定福祉用具販売★】

算定要件等

○ 介護保険制度における 福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会において、 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用者
の安全性の確保、 保険給付の適正化等の観点から 、 福祉用具の貸与・ 販売種目のあり 方や福祉用具貸与・ 販売に関
する 諸課題について検討を 行い、 対応の方向性が取り ま と めら れた。 こ れを 踏ま え、 必要な対応を 行う 。

＜介護保険制度における 福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会取り ま と め（ 概要） ＞
○ 安全な利用の促進

・ 福祉用具貸与事業所向けの「 事故報告様式」 及び「 利用安全の手引き 」 の活用促進
・ 福祉用具の事故及びヒ ヤリ ・ ハッ ト 情報に関する イ ン タ ーネッ ト 上での公表 等

○ サービ ス の質の向上
・ 福祉用具専門相談員指定講習カリ キュ ラ ムの見直し
・ 現に従事し ている 福祉用具専門相談員に対する 研修機会及びPDCAの適切な実践に関する 周知徹底 等

○ 給付の適正化
・ 「 介護保険における 福祉用具の選定の判断基準」 の見直し （ 新たな福祉用具の追加、 医療職を 含む多職種や自治体

職員等の幅広い関係者で共有でき る 内容と する 観点から の見直し ）
・ 自治体職員等によ る チェ ッ ク 体制の充実・ 強化を 図る ための自治体向け点検マニュ アルの作成 等
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